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１
．
問
題
の
所
在

　

散
骨
と
は
、
一
般
に
、
死
者
の
遺
骨
を
粉
に
し
て
海
や
山
へ
ま
く
葬
礼
（『
広
辞
苑
第
七
版
』）
の
こ
と
と
さ
れ
る
。

　

ま
た
、
近
年
、
厚
生
労
働
省
（
以
下
、
厚
労
省
）
が
取
り
ま
と
め
た
「
散
骨
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
に
よ
れ
ば
、
散
骨
と
は
、

「
墓
地
埋
葬
等
に
関
す
る
法
律
」
に
基
づ
き
適
法
に
火
葬
さ
れ
た
後
、
そ
の
焼
骨
を
粉
状
に
砕
き
、
墓
埋
法
が
想
定
す
る
埋
蔵
又
は
収
蔵

以
外
の
方
法
で
、
陸
地
又
は
水
面
に
散
布
し
、
又
は
投
下
す
る
行
為
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。

　

宗
門
に
お
い
て
も
、
か
つ
て
、
現
代
宗
教
研
究
所
は
、
全
国
で
唯
一
散
骨
が
行
わ
れ
て
い
る
島
根
県
カ
ズ
ラ
島
の
散
骨
調
査
に
赴
い
た

り
、
ま
た
複
数
の
教
区
教
化
研
究
会
議
な
ど
に
お
い
て
も
、
散
骨
が
テ
ー
マ
と
し
て
、
長
澤
宏
昌
師
の
講
演
な
ど
で
扱
わ
れ
た
り
し
た
が
、

近
年
は
当
時
と
す
る
と
扱
わ
れ
る
こ
と
も
少
な
く
な
り
、
現
在
で
も
、
散
骨
に
つ
い
て
広
範
囲
に
わ
た
っ
て
俯
瞰
、
整
理
さ
れ
た
資
料
に

は
乏
し
い
。

　

他
方
、
近
年
で
は
、
①
多
死
社
会
へ
の
突
入
、
②
改
葬
（
墓
じ
ま
い
）
件
数
の
増
加
、
③
厚
労
省
の
「
散
骨
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
」
や
関
係
法
令
が
整
備
さ
れ
る
な
ど
、
散
骨
を
取
り
巻
く
状
況
は
変
化
を
続
け
て
い
る
。

　

そ
の
よ
う
な
社
会
状
況
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
執
筆
者
は
、
散
骨
の
実
情
に
触
れ
る
べ
く
、

　

令
和
五
年
十
月
三
十
日　

粉
骨
・
海
洋
散
骨
の
実
情
に
つ
い
て
有
限
会
社
縁
よ
り
聞
き
取
り

海
洋
散
骨
を
中
心
と
し
た
状
況
と
そ
の
是
非
に
つ
い
て

森
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海洋散骨を中心とした状況とその是非について（森下）

　

令
和
六
年
五
月
二
日　

有
限
会
社
縁
協
力
の
も
と
、
海
洋
散
骨
（
委
託
散
骨
）・
粉
骨
の
現
場
を
視
察

　

令
和
七
年
一
月
二
十
五
日　

有
限
会
社
縁
協
力
の
も
と
、
海
洋
散
骨
後
の
メ
モ
リ
ア
ル
ク
ル
ー
ズ
に
立
会

と
い
っ
た
調
査
を
実
施
し
た
。

　

本
稿
で
は
、
実
地
調
査
も
踏
ま
え
、
散
骨
の
中
で
も
、
と
り
わ
け
増
加
傾
向
に
あ
る
「
海
洋
散
骨一
」
を
中
心
と
し
た
現
状
と
、
散
骨
に

お
い
て
考
慮
す
べ
き
諸
問
題
を
改
め
て
整
理
し
た
い
。

２
．
火
葬
の
普
及

　

日
本
で
は
、
大
化
二
（
六
四
六
）
年
、
大
化
の
改
新
に
伴
い
定
め
ら
れ
た
薄
葬
令
に
よ
り
、
古
墳
文
化
が
終
焉
を
迎
え
て
、
文
武
四

（
七
〇
〇
）
年
に
僧
道
昭
の
火
葬
、
大
宝
二
（
七
〇
二
）
年
に
持
統
天
皇
が
天
皇
と
し
て
初
の
火
葬
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
史
に
残
る
。
こ

の
時
点
で
火
葬
は
僧
や
官
人
な
ど
、
ま
だ
一
定
の
身
分
の
み
で
あ
っ
た
。

　

そ
の
後
、
鎌
倉
期
に
入
り
、
鎌
倉
仏
教
が
広
ま
る
と
と
も
に
、
荼
毘
所
（
火
葬
場
）
が
増
え
、
武
士
層
や
庶
民
の
間
で
も
火
葬
が
行
わ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
弘
安
五
（
一
二
八
二
）
年
に
日
蓮
聖
人
が
現
在
の
池
上
に
お
い
て
荼
毘
に
付
さ
れ
た
こ
と
も
、
荼
毘
所
の
拡
が
り

を
象
徴
し
て
い
る
場
面
で
あ
ろ
う
。

　

江
戸
期
に
入
る
と
、
檀
家
制
度
が
成
立
す
る
と
と
も
に
、
寺
に
荼
毘
所
が
多
く
設
け
ら
れ
て
い
る
。
葬
儀
・
火
葬
・
埋
葬
を
寺
が
担
い
、

よ
り
庶
民
に
火
葬
が
普
及
す
る
。

　

近
年
に
な
る
と
、
明
治
六
（
一
八
七
三
）
年
に
、
神
仏
分
離
体
制
の
下
、
太
政
官
布
告
に
よ
り
火
葬
の
全
面
禁
止
を
発
令
し
た
も
の
の
、

明
治
八
（
一
八
七
五
）
年
に
は
、
衛
生
上
の
観
点
、
墓
地
の
不
足
な
ど
の
理
由
で
、
発
令
か
ら
間
も
な
く
火
葬
禁
止
は
撤
廃
さ
れ
た
。

　

大
正
七
（
一
九
一
八
）
年
に
は
、
火
葬
場
数
が
統
計
上
最
高
数
（
三
七
五
二
二
ヶ
所
）
に
増
加
、
野
焼
き
火
葬
か
ら
、
次
第
に
燃
料
な

ど
の
改
良
で
火
葬
率
が
向
上
し
て
い
く
。
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昭
和
二
三
（
一
九
四
八
）
年
に
「
墓
地
、
埋
葬
等
に
関
す
る
法
律
」（
以
下
、
墓
埋
法
）
が
制
定
さ
れ
、
現
在
は
、
火
葬
率
九
九
・
九

％
（
一
部
地
域
で
は
現
在
も
土
葬
が
許
可
さ
れ
る
）、
火
葬
場
数
一
四
五
四
ヶ
所
（
平
成
三
〇
年
）
を
数
え
、
世
界
一
火
葬
率
が
高
い
国

と
な
っ
て
い
る
。

　

当
然
な
が
ら
、
近
年
の
散
骨
の
増
加
は
そ
う
し
た
火
葬
の
普
及
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
留
意
し
た
い
。

３
．
散
骨
の
萌
芽

　

ま
ず
は
、
日
本
に
お
い
て
散
骨
が
ど
の
よ
う
な
位
置
づ
け
に
あ
っ
た
の
か
、
そ
の
手
が
か
り
を
追
い
た
い
。

◎
奈
良
時
代

・『
万
葉
集
』
に
詠
ま
れ
る
散
骨

　

日
本
に
現
存
す
る
最
古
の
和
歌
集
で
あ
る
『
万
葉
集
』
に
も
、
散
骨
を
詠
む
歌
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

「
秋
津
野
の
人
の
か
く
れ
ば
朝
撒
き
し
君
が
思
ほ
え
て
嘆
き
は
止
ま
ず
」（
巻
七
・
一
四
〇
五
）

「
玉
梓
の
妹
は
玉
か
も
あ
し
ひ
き
の
清
き
山
辺
に
撒
け
ば
散
り
ぬ
る
」（
巻
七
・
一
四
一
五
）

「
玉
梓
の
妹
は
花
か
も
あ
し
ひ
き
の
こ
の
山
陰
に
撒
け
ば
失
せ
ぬ
る
」（
巻
七
・
一
四
一
六
）

�

『
万
葉
集
』

　

い
ず
れ
も
、
万
葉
集
で
死
に
つ
い
て
詠
ん
で
い
る
「
挽
歌
」
に
お
い
て
、
散
骨
を
詠
ん
で
い
る
。

　

骨
を
「
花
」
や
「
玉
」
と
表
現
し
、「
撒
く
」
こ
と
が
散
骨
を
表
す
と
さ
れ
る
。
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海洋散骨を中心とした状況とその是非について（森下）

・
大
蔵
（
散
骨
）
の
記
述

　

養
老
律
令二
の
注
釈
書
で
あ
る
『
令
集
解
』
に
、

「
三
位
以
上
、
及
び
、
別
祖
（
分
立
し
た
氏
の
始
祖
）・
氏
宗
（
氏
の
長
）
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
も
墓
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
。
そ

れ
以
外
は
し
て
は
な
ら
な
い
。
墓
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
場
合
で
も
、
大
蔵
（
散
骨
）
し
た
い
と
願
っ
た
な
ら
ば
許
可
す
る
こ
と
。」�

�

『
令
集
解 

喪
葬
令 

三
位
以
上
条
』

と
の
記
述
が
あ
る
。「
大
蔵
」
と
は
、『
古
記
』（
大
宝
律
令三
の
注
釈
書
）
に
「
若
し
大
蔵
せ
ん
と
欲
す
る
も
の
は
聴
せ
と
は
、
全
く
骨
を

以
て
除
散
す
る
を
謂
ふ
な
り
」
と
散
骨
の
趣
旨
で
あ
る
こ
と
が
記
さ
れ
る
。

　

つ
ま
り
、
薄
葬
令
の
影
響
も
あ
り
、
墓
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
の
は
一
定
身
分
以
上
の
者
の
み
で
、
そ
れ
以
外
は
墓
を
営
む
こ
と
は
認

め
な
い
と
し
て
い
る
が
、
墓
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
身
分
の
者
で
も
、
希
望
者
は
散
骨
を
行
う
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
た
。

◎
平
安
時
代

・
淳
和
天
皇
（
承
和
七
〈
八
四
〇
〉
年
五
月
八
日
崩
御
）
に
よ
る
散
骨
の
遺
詔

　

淳
和
天
皇
に
よ
る
散
骨
の
遺
詔
が
、『
続
日
本
後
紀
』
に
記
さ
れ
て
い
る
。

「
人
歿
精
魂
皈
天 

而
空
存
冡
墓 

鬼
物
憑
焉 

終
乃
為
祟 

長
貽
後
累 
今
冝
砕
骨
為
粉 

散
之
山
中
」

（
人
は
死
ぬ
と
霊
は
天
に
戻
り
、
空
虚
と
な
っ
た
墳
墓
に
は
鬼
が
住
み
つ
き
、
遂
に
は
祟
り
を
な
し
、
長
く
累
い
を
残
す
こ
と
に
な

る
。
死
後
は
骨
を
砕
い
て
粉
に
し
、
山
中
に
散
布
す
べ
き
で
あ
る
）�

『
続
日
本
後
紀 

第
九
巻
』

と
い
う
遺
詔
に
従
い
、
遺
骨
は
粉
砕
し
た
上
で
京
都
大
原
野
の
西
山
嶺
に
散
骨
さ
れ
た
。
ま
た
そ
の
一
方
で
、
初
七
日
な
ど
の
仏
事
を
七
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ヶ
寺
で
誦
経
す
る
な
ど
、
手
厚
く
弔
わ
れ
た
こ
と
も
付
記
さ
れ
て
い
る
。

・
宇
治
稚
彦
皇
子
（
応
神
天
皇
皇
子
）
散
骨
の
遺
教

「
昔
宇
治
稚
彦
皇
子
者 

我
朝
之
賢
明
也 

此
皇
子
遺
教 

自
使
散
骨 

後
世
効
之
」

（
昔
、
我
が
日
本
国
の
賢
明
な
方
で
あ
っ
た
宇
治
稚
彦
皇
子
は
、
散
骨
せ
よ
と
遺
教
し
、
死
後
そ
の
よ
う
に
し
た
。）

�

『
続
日
本
後
紀 

第
九
巻
』

　

先
述
し
た
淳
和
天
皇
の
遺
詔
の
記
述
の
中
で
、
先
例
（
伝
承
）
と
し
て
宇
治
稚
彦
皇
子
が
散
骨
せ
よ
と
遺
教
し
、
実
現
さ
れ
た
こ
と
が

記
述
（
中
納
言
藤
原
朝
臣
吉
野
）
さ
れ
て
い
る
。
宇
治
稚
彦
皇
子
は
応
神
天
皇
皇
子
で
あ
る
た
め
、
時
期
と
し
て
は
五
世
紀
頃
と
推
察
す

る
が
、
他
に
出
典
は
な
い
。

◎
近
年

　

こ
れ
ま
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、
古
来
よ
り
、
火
葬
の
普
及
・
墓
地
の
簡
素
化
に
伴
い
、
散
骨
が
墓
地
納
骨
の
対
象
的
な
選
択
肢
と
し
て

存
在
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

一
方
で
、
近
年
に
な
り
、
よ
り
火
葬
設
備
が
整
っ
た
な
か
で
、
散
骨
を
希
望
し
た
と
さ
れ
る
著
名
人
の
名
が
度
々
知
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。

　

そ
の
中
で
も
、
昭
和
六
十
二
（
一
九
八
七
）
年
に
、
石
原
慎
太
郎
が
弟
石
原
裕
次
郎
の
遺
骨
の
一
部
を
湘
南
の
海
に
散
骨
し
た
い
と
希

望
し
た
こ
と
は
世
間
で
の
注
目
を
集
め
た
が
、
当
時
は
、
散
骨
が
違
法
で
あ
る
と
の
認
識
が
あ
っ
た
こ
と
に
よ
り
散
骨
を
断
念
し
て
い
る
。

　

そ
の
後
、
平
成
三
（
一
九
九
一
）
年
に
、「
葬
送
の
自
由
を
す
す
め
る
会
」
が
発
足
し
、
相
模
湾
に
お
い
て
初
め
て
散
骨
を
行
う
。
そ
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の
十
日
後
に
は
記
者
ク
ラ
ブ
を
通
し
て
散
骨
を
行
っ
た
こ
と
が
発
表
さ
れ
た
。

　

そ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
法
務
省
が
記
者
か
ら
の
問
い
合
わ
せ
に
対
し
、
刑
法
一
九
〇
条
と
散
骨
の
関
係
に
つ
い
て
「
節
度
を
も
っ
て
お

こ
な
わ
れ
る
限
り
問
題
は
な
い
」
と
の
非
公
式
な
が
ら
見
解
を
は
じ
め
て
明
ら
か
に
し
た
と
さ
れ
る
。
追
っ
て
、
平
成
十
（
一
九
九
八
）

年
に
旧
厚
生
省
生
活
衛
生
局
が
設
置
し
た
「
こ
れ
か
ら
の
墓
地
等
の
在
り
方
を
考
え
る
懇
談
会
」
が
報
告
書
を
取
り
ま
と
め
る
。
墓
地
埋

葬
法
や
刑
法
に
お
け
る
散
骨
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
見
解
を
示
し
た
。

　

そ
し
て
、
令
和
二
（
二
〇
二
〇
）
年
に
、
厚
労
省
に
よ
り
、「
散
骨
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
散
骨
事
業
者
向
け
）」
ま
た
令
和
五

（
二
〇
二
三
）
年
に
は
、
国
土
交
通
省
に
よ
り
、
海
洋
散
骨
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
「
海
上
に
お
い
て
散
骨
を
す
る
場
合
に
お
い
て
遵

守
す
べ
き
海
事
関
係
法
令
の
解
説
」
が
策
定
さ
れ
る
。

　

海
洋
散
骨
の
機
運
が
高
ま
る
に
つ
れ
て
、
そ
れ
に
押
さ
れ
る
形
で
、
法
解
釈
・
制
度
解
釈
が
進
ん
で
い
く
形
と
な
っ
た
。

４
．
散
骨
の
現
状

◎
散
骨
の
実
施
件
数

　

現
在
、
日
本
国
内
に
お
い
て
散
骨
が
実
施
さ
れ
て
い
る
総
件
数
は
把
握
で
き
て
い
な
い
。

　

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
お
い
て
散
骨
の
実
施
状
況
の
公
表
が
求
め
ら
れ
て
い
る
が
、
現
状
、
実
数
の
把
握
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
今
後
の
集

計
を
待
ち
た
い
。

　

参
考
値
と
し
て
、（
一
社
）
日
本
海
洋
散
骨
協
会
の
公
表
数
で
は
、
加
盟
事
業
者
の
散
骨
施
行
件
数
は
、
五
年
間
で
約
二
・
五
倍
に
増

加
し
た
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
同
協
会
が
公
表
し
て
い
る
海
洋
散
骨
の
実
施
件
数
は
、
平
成
三
〇
年
が
一
〇
四
九
件
、
平
成
三
一
年
（
令
和

元
年
）
が
一
二
一
五
件
、
令
和
二
年
が
一
五
〇
九
件
、
令
和
三
年
が
一
七
二
九
件
、
令
和
四
年
が
二
四
六
六
件
、
令
和
五
年
が
二
六
一
一

件
と
、
二
・
五
倍
ほ
ど
の
増
加
と
な
っ
て
い
る
。
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ま
た
、「
ブ
ル
ー
オ
ー
シ
ャ
ン
セ
レ
モ
ニ
ー
」
と
し
て
、
海
洋
散
骨
を
行
う
ハ
ウ
ス
ボ
ー
ト
ク
ラ
ブ
の
海
洋
散
骨
に
お
け
る
意
識
調
査

で
は
、
同
社
に
お
け
る
海
洋
散
骨
の
実
施
件
数
が
累
計
六
〇
〇
〇
件
に
達
し
、
令
和
六
年
に
は
、
年
間
一
〇
〇
〇
件
の
実
施
件
数
に
達
す

る
見
込
み
で
あ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

　

加
え
て
、
ラ
イ
フ
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
ズ
株
式
会
社
が
運
営
す
る
海
洋
散
骨
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
「
や
さ
し
い
海
洋
散
骨
」
が

提
携
散
骨
事
業
者
九
社
に
対
し
て
行
っ
た
調
査
で
は
、
海
洋
散
骨
の
問
い
合
わ
せ
件
数
が
「
増
加
し
た
」
が
八
八
・
九
％
・「
減
少
し
た
」

が
一
一
・
一
％
と
、
そ
の
殆
ど
が
増
加
傾
向
に
あ
る
回
答四
で
あ
っ
た
。
問
い
合
わ
せ
の
件
数
に
つ
い
て
も
、「
三
百
件
以
上
」（
二
五
・
〇

％
）、「
一
〇
〇
件
未
満
」（
一
二
・
五
％
）、「
五
〇
件
未
満
」（
三
七
・
五
％
）、「
一
〇
件
未
満
」（
二
五
・
〇
％
）
と
な
っ
て
い
る
。

　

そ
れ
ぞ
れ
の
集
計
で
出
て
い
る
件
数
は
、
令
和
五
年
に
一
五
七
万
人
を
超
え
た
日
本
全
国
の
死
者
数
と
比
較
す
れ
ば
、
さ
ほ
ど
多
い
と

言
え
る
件
数
で
は
な
い
も
の
の
、
全
体
と
し
て
増
加
傾
向
に
あ
り
、
今
後
全
体
の
集
計
が
な
さ
れ
れ
ば
、
よ
り
実
情
が
見
え
て
く
る
部
分

も
あ
る
だ
ろ
う
。

◎
散
骨
を
考
え
る
理
由

　
（
生
前
の
）
故
人
ま
た
は
遺
族
が
散
骨
を
考
え
る
理
由
と
し
て
は
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
葬
送
の
自
由
を
す
す
め
る
会
が
会
員五
に
対
し
て
実
施

し
た
「
自
然
葬
に
つ
い
て
の
質
問
紙
調
査
」
と
い
う
調
査
で
挙
げ
ら
れ
た
理
由
に
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
調
査
集
計
に
よ
れ
ば
、

「
墓
が
あ
る
と
、
管
理
な
ど
で
家
族
に
負
担
を
か
け
る
か
ら
」（
四
九
％
）

「
墓
を
つ
く
る
、
つ
く
ら
な
い
は
個
人
の
自
由
で
あ
る
べ
き
だ
と
考
え
た
か
ら
」（
四
三
％
）

「
墓
が
増
え
る
こ
と
は
自
然
破
壊
に
つ
な
が
る
と
思
っ
た
か
ら
」（
三
五
％
）

「
墓
を
つ
く
っ
て
も
無
縁
墓
に
な
る
恐
れ
が
あ
る
」（
三
三
％
）

「
墓
を
つ
く
る
費
用
が
高
い
か
ら
」（
一
三
％
）
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と
い
う
理
由
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
前
述
し
た
「
や
さ
し
い
海
洋
散
骨
」
が
行
っ
た
調
査
で
は
、「
海
洋
散
骨
を
希
望
す
る
理
由
と
し
て
最
も
多
い
も
の
」
に
つ
い

て
、「
墓
じ
ま
い
」（
三
三
・
三
％
）、「
海
が
好
き
」（
二
五
・
〇
％
）、「
故
人
の
希
望
」（
一
六
・
七
％
）、「
故
郷
に
戻
す
」（
一
六
・
七

％
）、「
費
用
を
安
く
」（
八
・
三
％
）
と
あ
る
。

　

加
え
て
、（
一
社
）
日
本
海
洋
散
骨
協
会
の
行
っ
た
「
海
洋
散
骨
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
報
告
書六
」
で
も
、「
海
洋
散
骨
を
希
望
す

る
理
由
」
と
い
う
設
問
に
お
い
て
、「
海
が
好
き
だ
か
ら
」（
四
九
・
一
％
）、「
お
墓
が
な
い
か
ら
」（
二
一
・
七
％
）、「
お
墓
は
あ
る
け

ど
入
り
た
く
な
い
」（
二
九
・
二
％
）
と
な
っ
て
い
る七

。

こ
れ
ら
の
調
査
を
総
合
す
る
と
、
大
き
く
分
け
て
、

①
墓
の
継
承
者
が
い
な
い
（
い
て
も
負
担
を
か
け
た
く
な
い
）

②
墓
の
経
済
的
負
担
か
ら
の
脱
却
、
費
用
を
か
け
た
く
な
い

③
自
由
な
葬
法
を
選
び
た
い
（
憲
法
で
保
障
さ
れ
た
基
本
的
人
権
で
あ
る
と
主
張
）

④
エ
コ
ロ
ジ
ー
思
想
（
墓
地
開
発
は
自
然
破
壊
、
散
骨
で
自
然
に
還
る
）

と
い
っ
た
理
由
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

　

ど
の
調
査
に
お
い
て
も
共
通
し
て
い
る
の
は
、
現
状
の
墓
を
維
持
す
る
こ
と
が
経
済
的
、
労
力
的
、
地
理
的
に
負
担
に
な
り
、
墓
か
ら

の
脱
却
の
手
段
と
し
て
、
散
骨
を
選
択
肢
と
し
て
考
え
る
人
が
多
い
こ
と
が
わ
か
る
。

　

そ
の
裏
付
け
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
改
葬
（
墓
じ
ま
い
）
件
数
は
年
間
一
〇
万
件
を
超
え
続
け
、
二
〇
二
二
年
（
令
和
四
年
）
の
墓
じ
ま

い
は
一
五
万
件
を
超
え
て
い
る
。
な
お
、
無
縁
仏
の
改
葬
は
三
四
一
四
件
（
二
〇
二
二
年
）
で
あ
る
。
墓
か
ら
の
脱
却
が
進
ん
で
い
る
。
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５
．
法
的
問
題

　

か
つ
て
散
骨
に
つ
い
て
は
宗
内
外
で
議
論
が
行
わ
れ
、
い
わ
ゆ
る
「
グ
レ
ー
ゾ
ー
ン
」
と
い
う
評
価
を
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
そ

の
よ
う
な
評
価
を
さ
れ
た
の
は
、
散
骨
に
つ
い
て
直
接
的
に
規
定
す
る
法
律
が
な
か
っ
た
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
先
述
し
た
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
の
整
備
な
ど
、
行
政
解
釈
も
進
み
、
今
で
は
そ
の
状
況
も
変
化
を
見
せ
て
い
る
。

　

こ
こ
で
は
、
主
な
関
係
法
令
を
整
理
し
、
現
行
法
規
で
散
骨
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
で
き
る
の
か
、
ま
た
近
年
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
や
条
例

の
位
置
付
け
に
つ
い
て
触
れ
た
い
。

◎
「
墓
地
、
埋
葬
等
に
関
す
る
法
律
」

第
二
条
一
項　

こ
の
法
律
で
「
埋
葬
」
と
は
、
死
体
を
土
中
に
葬
る
こ
と
を
い
う
。

　
　
　

五
項　

�

こ
の
法
律
で
「
墓
地
」
と
は
、
墳
墓
を
設
け
る
た
め
に
、
墓
地
と
し
て
都
道
府
県
知
事
の
許
可
を
う
け
た
区
域
を
い

う
。

第
四
条
一
項　

埋
葬
又
は
焼
骨
の
埋
蔵
は
、
墓
地
以
外
の
区
域
に
、
こ
れ
を
行
つ
て
は
な
ら
な
い
。

　

同
法
は
、
遺
体
を
埋
葬
ま
た
は
遺
骨
を
埋
蔵
す
る
（
土
中
に
埋
め
る
）
場
合
は
、
正
式
の
墓
地
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
定
め
て
い

る
が
、
厚
生
省
（
当
時
）
は
「
墓
埋
法
は
、
本
来
、
伝
統
的
な
葬
法
で
あ
る
埋
葬
（
土
葬
）・
火
葬
の
取
締
法
規
で
あ
り
、
葬
法
の
在
り

方
自
体
を
直
接
的
に
規
制
す
る
も
の
で
は
な
い
（
平
成
一
〇
年
厚
生
省
懇
談
会
報
告
書
）」
と
、
同
法
に
お
い
て
散
骨
が
「
墓
地
、
埋
葬

等
に
関
す
る
法
律
」
に
想
定
さ
れ
た
葬
法
で
は
な
く
、
そ
の
対
象
外
で
あ
る
旨
の
行
政
解
釈
を
述
べ
て
お
り
、
一
般
的
に
も
そ
の
よ
う
に

解
釈
さ
れ
る
。
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◎
「
刑
法
」（
死
体
損
壊
等
）

第
一
九
〇
条　

�

死
体
、
遺
骨
、
遺
髪
又
は
棺
に
納
め
て
あ
る
物
を
損
壊
し
、
遺
棄
し
、
又
は
領
得
し
た
者
は
、
三
年
以
下
の
懲
役
に

処
す
る
。

　

刑
法
上
に
お
い
て
は
、
粉
骨
が
「
損
壊
」、
散
骨
が
「
遺
棄
」
に
該
当
す
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
論
点
が
あ
る
。

そ
の
点
に
つ
い
て
、
法
務
省
は
平
成
３
年
「
刑
法
１
９
０
条
の
規
定
は
、
社
会
的
習
俗
と
し
て
の
宗
教
的
感
情
な
ど
を
保
護
す
る
の
が
目

的
で
あ
り
、
葬
送
の
た
め
の
祭
祀
で
節
度
を
も
っ
て
行
わ
れ
る
限
り
問
題
は
な
い
」
と
刑
法
上
に
お
い
て
、
粉
骨
・
散
骨
の
違
法
性
が
阻

却
さ
れ
る
旨
を
述
べ
た
。

◎
「
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
」

第
十
六
条　
　
　
　

何
人
も
、
み
だ
り
に
廃
棄
物
を
捨
て
て
は
な
ら
な
い
。

第
二
条
一
項　
　
　

�

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
廃
棄
物
」
と
は
、
ご
み
、
粗
大
ご
み
、
燃
え
殻
、
汚
泥
、
ふ
ん
尿
、
廃
油
、
廃
酸
、
廃

ア
ル
カ
リ
、
動
物
の
死
体
そ
の
他
の
汚
物
又
は
不
要
物
で
あ
つ
て
、
固
形
状
又
は
液
状
の
も
の
（
放
射
性
物
質

及
び
こ
れ
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
た
物
を
除
く
。）
を
い
う
。

第
二
十
五
条
一
項　

�

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
五
年
以
下
の
懲
役
若
し
く
は
千
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は

こ
れ
を
併
科
す
る
。

（
中
略
）

十
四　
　
　
　
　
　

第
十
六
条
の
規
定
に
違
反
し
て
、
廃
棄
物
を
捨
て
た
者
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同
法
に
定
め
ら
れ
る
「
廃
棄
物
」
の
扱
い
に
つ
い
て
、
遺
骨
が
「
廃
棄
物
」
と
表
記
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
問
題
は
残
る
も
の

の
、
あ
く
ま
で
立
法
趣
旨八
を
考
慮
し
て
、
同
法
の
適
用
範
囲
が
環
境
省
が
公
布
し
た
「
環
整
」
に
投
棄
禁
止
の
範
囲
と
し
て
示
さ
れ
て
い

る
た
め
、
厚
労
省
の
散
骨
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
も
、
そ
の
範
囲
に
抵
触
し
な
い
よ
う
、
散
骨
を
行
う
場
所
を
定
め
て
い
る
。

◎
行
政
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

・「
散
骨
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」（
厚
労
省
）　

令
和
二
年

　

厚
労
省
は
、
散
骨
が
関
係
者
の
宗
教
的
感
情
に
適
合
し
、
か
つ
公
衆
衛
生
等
の
見
地
か
ら
適
切
に
行
わ
れ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
散

骨
事
業
者
に
対
し
、
散
骨
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
定
め
た
。
次
に
概
略
を
述
べ
た
い
。

・
法
令
等
の
遵
守

　

前
述
し
た
よ
う
な
関
係
法
令
等
を
遵
守
す
る
こ
と
。

・
散
骨
を
行
う
場
所

　

次
の
よ
う
な
場
所
に
て
散
骨
を
行
う
こ
と
。

　

①　

陸
上
の
場
合　

あ
ら
か
じ
め
特
定
し
た
区
域
（
河
川
及
び
湖
沼
を
除
く
。）

　

②�　

海
洋
の
場
合　

海
岸
か
ら
一
定
の
距
離
以
上
離
れ
た
海
域
（
地
理
条
件
、
利
用
状
況
等
の
実
情
を
踏
ま
え
適
切
な
距
離
を
設
定
す

る
。）

・
焼
骨
の
形
状

　

焼
骨
は
、
そ
の
形
状
を
視
認
で
き
な
い
よ
う
粉
状
に
砕
く
こ
と
。

・
関
係
者
へ
の
配
慮

　

散
骨
事
業
者
は
、
散
骨
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
地
域
住
民
、
周
辺
の
土
地
所
有
者
、
漁
業
者
等
の
関
係
者
の
利
益
、
宗
教
感
情
等
を
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害
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
十
分
に
配
慮
す
る
こ
と
。

・
自
然
環
境
へ
の
配
慮

　

散
骨
事
業
者
は
、
散
骨
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
、
ビ
ニ
ー
ル
等
を
原
材
料
と
す
る

　

副
葬
品
等
を
投
下
す
る
な
ど
、
自
然
環
境
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
よ
う
な
行
為
は
行
わ
な
い
こ
と
。

・
利
用
者
と
の
契
約
等

　

散
骨
事
業
者
は
、
契
約
内
容
を
明
記
し
た
約
款
を
整
備
し
、
契
約
内
容
の
説
明
や
利
用
者
の
選
択
や
解
約
の
申
し
出
に
応
じ
る
な
ど
、

誠
実
に
契
約
を
行
う
こ
と
。

・
安
全
の
確
保

　

散
骨
事
業
者
は
、
散
骨
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
次
の
よ
う
な
措
置
を
講
ず
る
な
ど
、
参
列
者
の
安
全
に
十
分
に
配
慮
す
る
こ
と
。

・
散
骨
の
実
施
状
況
の
公
表

等
の
内
容
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

・「
海
洋
散
骨
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」（
国
土
交
通
省
）
令
和
五
年
九
月
二
十
日
付

　

国
土
交
通
省
は
、
散
骨
事
業
者
が
海
上
に
お
い
て
散
骨
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
遵
守
す
る
必
要
が
あ
る
法
令
の
う
ち
、
海
事
関
係
法

令
の

・
海
上
運
送
法

・
船
員
法

・
船
舶
職
員
及
び
小
型
船
舶
操
縦
者
法

・
船
舶
安
全
法
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と
い
っ
た
、
主
に
海
上
で
の
安
全
に
関
す
る
部
分
に
つ
い
て
整
理
し
た
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
策
定
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
増
加
傾
向
に
あ
る
散
骨
に
つ
い
て
、
行
政
は
直
接
的
な
規
制
は
行
わ
ず
、
い
わ
ば
交
通
整
理
を
行
う
趣
旨
の
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
を
交
付
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
散
骨
が
「
グ
レ
ー
ゾ
ー
ン
」
で
は
な
く
、
事
実
上
、
行
政
が
関
知
し
て
い
る
こ
と
の
証
左
と
い
え
よ

う
。

　

で
あ
れ
ば
こ
そ
、
特
に
散
骨
に
携
わ
る
事
業
者
は
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
や
関
係
法
令
を
よ
り
熟
知
し
、
誠
実
な
散
骨
を
実
施
す
る
こ
と
が

求
め
ら
れ
る
。

◎
条
例
に
よ
る
規
制

　

一
方
で
、
散
骨
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
年
の
厚
生
省
懇
談
会
報
告
書
に
て
「
そ
れ
ぞ
れ
の
地
方
の
実
情
を
踏
ま
え
て
、
地
方
自
治
体
の

条
例
で
定
め
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。」
と
い
う
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
散
骨
に
つ
い
て
の
最
終
的
な
取
り
扱
い
は
、

土
地
習
俗
な
ど
を
踏
ま
え
た
自
治
体
の
判
断
に
委
ね
ら
れ
た
。
そ
の
た
め
、
散
骨
を
行
う
場
合
は
、
自
治
体
の
条
例
で
散
骨
に
つ
い
て
ど

の
よ
う
な
定
め
が
な
さ
れ
て
い
る
か
、
そ
の
確
認
が
求
め
ら
れ
る
。

・
自
治
体
の
条
例
一
覧

　

散
骨
を
規
制
す
る
条
例
と
し
て
、
令
和
六
年
十
一
月
一
日
時
点
で
、
以
下
の
条
例
が
確
認
で
き
る
。

　

自
治
体
に
よ
っ
て
、
散
骨
場
の
設
置
規
制
を
行
っ
た
り
、
散
骨
の
実
施
に
つ
い
て
何
ら
か
の
規
制
、
あ
る
い
は
散
骨
そ
の
も
の
を
原
則

的
に
禁
止
し
て
い
る
条
例
も
制
定
さ
れ
て
い
る
。
近
年
に
お
い
て
は
、
海
洋
散
骨
に
関
す
る
規
制
や
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
制
定
す
る
自
治
体

が
見
ら
れ
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。
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６
．
心
情
的
問
題

　

近
年
、
火
葬
さ
れ
た
遺
骨
を
桶
の
よ
う
な
も
の
の
中
に
入

れ
て
山
林
に
置
か
れ
て
い
る
、
と
い
う
ニ
ュ
ー
ス
が
報
じ
ら

れ
た
。
自
然
葬
だ
と
い
う
遺
骨
は
、
上
か
ら
土
を
か
ぶ
せ
て

お
ら
ず
、
住
職
は
、
い
わ
ば
散
骨
と
同
様
の
状
況
で
あ
り
、

「
墓
地
に
は
あ
た
ら
な
い
」（
墓
埋
法
の
規
制
を
受
け
な
い
）

と
強
調
し
、
墓
地
申
請
を
行
っ
て
い
な
い
と
い
う
。
し
か
し
、

遺
骨
が
見
え
る
よ
う
な
状
態
で
置
か
れ
て
い
る
こ
と
に
不
快

感
を
覚
え
る
近
隣
住
民
も
少
な
く
な
い
だ
ろ
う
。

　

仮
に
行
政
法
規
や
刑
罰
法
規
に
違
反
し
な
い
と
し
て
も
、

近
隣
住
民
な
ど
の
心
情
に
配
慮
せ
ず
、
身
勝
手
な
散
骨
を
行

っ
て
い
て
は
ト
ラ
ブ
ル
や
民
事
訴
訟
の
可
能
性
が
あ
る
。

　

陸
上
で
の
散
骨
よ
り
海
洋
散
骨
が
多
く
な
っ
て
い
る
理
由

に
は
、
こ
う
し
た
ト
ラ
ブ
ル
を
避
け
て
い
る
側
面
も
考
え
ら

れ
る
。

　

特
に
厚
労
省
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
お
い
て
、（
１
）
法
令

等
の
遵
守
、
以
外
に
も
、（
２
）
散
骨
を
行
う
場
所
、（
３
）

焼
骨
の
形
状
、（
４
）
関
係
者
へ
の
配
慮
、（
５
）
自
然
環
境

散
骨
条
例
一
覧

自
治
体

対　

象

内　
　

容

北
海
道
長
沼
町

個
人
及
び
事
業
者

・
散
骨
の
原
則
禁
止

北
海
道
岩
見
沢
市

一
部
の
個
人
及
び

事
業
者

・
散
骨
の
原
則
禁
止

・
散
骨
場
の
設
置
規
制

北
海
道
七
飯
町

事
業
者

・
散
骨
場
設
置
へ
の
規
制

宮
城
県
松
島
町

個
人
及
び
事
業
者

・
散
骨
の
原
則
禁
止

・
散
骨
場
の
設
置
規
制

長
野
県
諏
訪
市

事
業
者

・
散
骨
場
設
置
へ
の
規
制

埼
玉
県
秩
父
市

個
人
及
び
事
業
者

・
散
骨
の
原
則
禁
止

※
個
人
も
対
象
と
な
る

埼
玉
県
本
庄
市

事
業
者

・
散
骨
場
設
置
へ
の
規
制

静
岡
県
御
殿
場
市

事
業
者

・
散
骨
場
設
置
へ
の
規
制

静
岡
県
熱
海
市

事
業
者

・�
海
洋
散
骨
の
規
制

　（散
骨
区
域
等
）

静
岡
県
伊
東
市

事
業
者

・�

海
洋
散
骨
の
規
制

　（散
骨
区
域
等
）

静
岡
県
三
島
市

事
業
者

・
散
骨
場
設
置
へ
の
規
制

神
奈
川
県
湯
河
原
町

事
業
者

・
散
骨
場
設
置
へ
の
規
制

神
奈
川
県
箱
根
町

事
業
者

・
散
骨
場
設
置
へ
の
規
制

愛
媛
県
愛
南
町

事
業
者

・
散
骨
場
設
置
へ
の
規
制

鹿
児
島
県
伊
佐
市

事
業
者

・
散
骨
の
原
則
禁
止

熊
本
県
南
阿
蘇
村

事
業
者

・
散
骨
の
原
則
禁
止

令
和
六
年
十
一
月
一
日 

現
在
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へ
の
配
慮
、（
６
）
利
用
者
と
の
契
約
等
、（
７
）
安
全
の
確
保
な
ど
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
も
、
そ
う
し
た
ト
ラ
ブ
ル
を
防
ぐ
た
め
で
あ

り
、
散
骨
に
携
わ
る
者
に
は
、
遺
族
の
み
な
ら
ず
影
響
を
受
け
る
関
係
者
へ
の
配
慮
が
求
め
ら
れ
る
。

７
．
環
境
的
問
題

　

焼
骨
を
散
骨
す
る
に
あ
た
っ
て
、
特
に
環
境
的
に
配
慮
す
べ
き
点
と
し
て
、
次
の
二
点
が
あ
る
。

◎
焼
骨
に
含
ま
れ
る
「
六
価
ク
ロ
ム
」

　

焼
骨
に
は
「
六
価
ク
ロ
ム
」
が
含
ま
れ
る
と
さ
れ
る
。
六
価
ク
ロ
ム
と
は
、
酸
化
数
六
の
ク
ロ
ム
化
合
物
の
総
称
で
あ
る
。
発
ガ
ン
性

物
質
で
、
土
壌
汚
染
対
策
法
で
定
め
ら
れ
た
特
定
有
害
物
質
。
遺
灰
に
は
数
倍
か
ら
数
百
倍
の
環
境
基
準
を
超
え
る
六
価
ク
ロ
ム
が
残
留

し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
多
く
の
火
葬
場
に
お
い
て
、
排
出
ガ
ス
（
飛
灰
）
や
、
残
存
灰
な
ど
か
ら
も
、
六
価
ク
ロ
ム
が
検

出
さ
れ
て
い
る
。

　

ク
ロ
ム
成
分
は
人
体
の
必
須
ミ
ネ
ラ
ル
と
し
て
人
体
に
も
含
ま
れ
る
が
、
火
葬
に
関
わ
る
素
材
が
要
因
の
一
つ
と
さ
れ
、
火
葬
炉
の
耐

熱
ス
テ
ン
レ
ス
や
、
耐
火
レ
ン
ガ
、
炉
内
の
架
台
に
ス
テ
ン
レ
ス
鋼
が
使
用
さ
れ
て
い
る
場
合
、
使
用
さ
れ
て
い
る
ク
ロ
ム
成
分
が
高
温

の
熱
か
ら
冷
め
る
際
に
酸
化
し
て
遺
骨
に
吸
着
す
る
と
さ
れ
る
。

　

そ
の
た
め
焼
骨
に
含
ま
れ
る
六
価
ク
ロ
ム
は
、
還
元
剤
を
用
い
て
三
価
ク
ロ
ム
に
還
元
処
理
（
無
害
化
）
を
行
う
必
要
が
あ
る
。

　

還
元
剤
さ
え
あ
れ
ば
比
較
的
容
易
な
作
業
で
あ
り
、
例
え
ば
（
一
社
）
日
本
海
洋
散
骨
協
会
に
加
盟
し
て
い
る
事
業
者
は
還
元
処
理
す

る
方
針
と
な
っ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
前
述
の
「
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
に
は
六
価
ク
ロ
ム
の
還
元
処
理
に
つ
い
て
は
明
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
散
骨
に
携
わ
る
事
業
者
も
、

還
元
処
理
を
厳
格
に
実
施
し
て
い
る
事
業
者
も
い
れ
ば
、「
必
ず
し
も
焼
骨
に
六
価
ク
ロ
ム
が
含
ま
れ
る
わ
け
で
は
な
い
」
と
主
張
し
、

必
要
性
や
遺
族
の
希
望
が
な
け
れ
ば
還
元
処
理
を
実
施
し
な
い
旨
を
述
べ
て
い
る
事
業
者
も
散
見
さ
れ
る
。
還
元
処
理
を
実
施
す
る
か
否
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か
は
、
現
状
と
し
て
事
業
者
の
良
心
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。

　

な
お
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
そ
も
そ
も
墓
地
に
納
骨
す
る
場
合
に
お
い
て
も
六
価
ク
ロ
ム
へ
の
注
意九
が
必
要
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
焼

骨
に
六
価
ク
ロ
ム
が
付
着
し
な
い
よ
う
、
火
葬
炉
そ
の
も
の
の
対
策
も
求
め
ら
れ
る
こ
と
を
付
記
し
た
い
。

◎
焼
骨
の
自
然
分
解

　

火
葬
に
お
い
て
は
、
八
〇
〇
度
か
ら
一
二
〇
〇
度
の
高
温
で
遺
体
が
焼
却
さ
れ
る
た
め
、
骨
の
主
成
分
で
あ
る
リ
ン
酸
カ
ル
シ
ウ
ム
が

変
成
、
表
面
が
セ
ラ
ミ
ッ
ク
化
し
、
そ
の
結
果
自
然
分
解
さ
れ
づ
ら
く
な
る
、
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。

　

陸
上
で
あ
れ
ば
、
リ
ン
酸
カ
ル
シ
ウ
ム
は
酸
に
弱
い
た
め
、
日
本
の
酸
性
土
壌
や
酸
性
雨
で
特
に
分
解
さ
れ
や
す
く
な
る
と
い
う
指
摘

や
、
骨
壺
で
は
な
く
樹
木
葬
に
納
骨
し
た
遺
骨
が
、
わ
ず
か
一
年
ほ
ど
で
半
分
以
下
の
量
に
な
っ
て
い
た
と
す
る
報
告
も
あ
る
。
粉
骨
し

た
遺
骨
を
散
骨
し
た
場
合
、
そ
も
そ
も
細
か
な
粒
子
に
な
っ
て
い
る
た
め
、
分
解
さ
れ
た
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
も
土
と
判
別
が
つ
か
な

く
な
る
た
め
、
自
然
に
還
っ
た
か
ど
う
か
は
、
結
局
は
個
人
の
判
断
に
な
る
と
い
う
見
解
も
あ
る一
〇
。

　

海
洋
散
骨
を
し
た
場
合
も
、
酸
性
の
土
壌
と
は
触
れ
な
い
が
、
遺
骨
が
堆
積
す
る
よ
う
な
こ
と
は
な
く
、
遺
骨
は
自
然
に
還
る
こ
と
が

で
き
る
と
い
う
見
解
も
あ
る一
一
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
現
状
、「
遺
骨
が
何
年
で
自
然
に
還
る
の
か
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
実
証
デ
ー
タ
も
研
究
も
な
い
。
細
か
な

粒
子
状
に
粉
骨
し
た
場
合
、
そ
も
そ
も
ど
の
時
点
を
も
っ
て
「
自
然
に
還
っ
た
」
と
判
断
で
き
る
の
か
も
曖
昧
な
の
で
あ
る
。
あ
く
ま
で

一
般
的
に
、
遺
骨
が
ど
の
よ
う
に
自
然
分
解
さ
れ
る
の
か
、
今
後
の
研
究
・
調
査
を
待
ち
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

散
骨
は
従
来
の
墓
な
ど
に
比
べ
、
環
境
負
荷
が
少
な
い
葬
法
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
と
は
い
え
、
こ
の
よ
う
に
考
慮
す
べ
き
点
は
あ
る
た

め
、
六
価
ク
ロ
ム
の
還
元
処
理
や
粉
骨
は
厳
密
に
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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８
．
寺
院
・
僧
侶
の
関
わ
り

　

海
洋
散
骨
に
寺
院
・
僧
侶
、
と
り
わ
け
日
蓮
門
下
の
寺
院
・
僧
侶
が
関
わ
る
べ
き
余
地
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

◎
遺
骨
供
養
に
つ
い
て
（
御
遺
文
）

　

ま
ず
、
遺
骨
供
養
が
ど
の
よ
う
に
な
さ
れ
る
べ
き
か
。
直
接
的
に
散
骨
に
触
れ
て
い
る
御
遺
文
は
見
当
た
ら
な
い
が
、
次
の
よ
う
な
御

遺
文
が
あ
る
。

「
法
華
を
悟
れ
る
智
者
、
死
骨
を
供
養
せ
ば
即
法
身
、
是
れ
を
身
と
い
う
。
さ
り
ぬ
る
魂
を
取
り
返
し
て
死
骨
に
入
れ
て
彼
の
魂
を

変
じ
て
佛
意
と
成
す
。
成
佛
是
れ
な
り
。」�

『
木
絵
二
像
開
眼
之
事
』

　

檀
越
で
あ
る
四
條
金
吾
に
送
ら
れ
た
書
面
と
さ
れ
る
が
、
死
者
供
養
に
法
華
経
を
用
い
れ
ば
「
即
身
成
仏
」
す
る
と
説
か
れ
る
。

「
離
別
忍
び
難
き
の
間
、
舎
利
を
頸
に
懸
け
、
足
に
任
せ
て
大
道
に
出
で
、
下
州
よ
り
甲
州
に
至
る
。」

「
教
主
釈
尊
の
御
宝
前
に
母
の
骨
を
安
置
し
、
五
体
を
地
に
投
げ
合
掌
し
て
両
眼
を
開
き
尊
容
を
拝
し
、
歓
喜
身
に
余
り
心
の
苦
し

み
忽
ち
息
む
。」�

『
忘
持
経
事
』

　

富
木
常
忍
が
母
の
遺
骨
を
首
に
か
け
日
蓮
聖
人
を
訪
ね
、
御
宝
前
に
遺
骨
を
安
置
し
、
日
蓮
聖
人
の
も
と
追
善
の
供
養
を
行
っ
た
と
の

記
述
が
な
さ
れ
て
い
る
。
当
時
の
遺
骨
が
丁
重
に
扱
わ
れ
て
い
た
様
子
が
う
か
が
え
る
。

　

日
蓮
聖
人
の
御
遺
文
に
お
い
て
、
散
骨
は
も
ち
ろ
ん
、
遺
骨
供
養
に
つ
い
て
示
さ
れ
た
も
の
も
少
な
い
。

　

遺
骨
供
養
に
法
華
経
を
用
い
れ
ば
「
即
身
成
仏
」
す
る
と
し
つ
つ
、
一
方
で
、
富
木
常
忍
の
様
子
か
ら
、
あ
く
ま
で
遺
骨
が
「
丁
重
に

扱
わ
れ
て
き
た
」
こ
と
は
う
か
が
え
る
。
宗
旨
上
、
散
骨
が
ど
の
よ
う
な
位
置
付
け
に
な
る
の
か
は
議
論
を
待
ち
た
い
と
こ
ろ
で
は
あ
る
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が
、
後
世
に
続
く
私
た
ち
も
、
散
骨
を
含
め
た
い
か
な
る
葬
法
を
選
び
取
る
に
し
て
も
、
遺
骨
供
養
に
適
う
よ
う
丁
重
に
扱
う
こ
と
が
望

ま
し
い
の
で
あ
ろ
う
。

◎
墓
制
度
と
の
相
克

　

日
本
の
寺
院
は
、
信
仰
的
に
も
散
骨
が
「
遺
骨
を
捨
て
る
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
こ
と
や
、
経
済
的
に
も
墓
地
納
骨
が
前
提
と
な

っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
寺
院
が
多
い
た
め
、
い
わ
ば
「
墓
か
ら
の
脱
却
」
に
つ
な
が
る
散
骨
へ
の
拒
否
反
応
は
少
な
く
な
い
の
が
実
情
で

あ
る
。

　

先
行
研
究
に
お
い
て
も
、
散
骨
は
、
少
な
く
と
も
数
世
代
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
続
け
て
き
た
「
先
祖
の
思
い
」
す
ら
も
含
め
て
断
ち
切

っ
て
し
ま
う
こ
と
、
墓
を
引
き
継
ぐ
と
い
う
こ
と
は
己
の
根
を
確
認
す
る
こ
と
で
あ
り
、
散
骨
に
よ
り
墓
標
が
な
く
な
る
と
、
そ
う
し
た

墓
参
り
の
慣
習
や
、
拠
り
所
を
な
く
し
て
し
ま
う
行
為
で
あ
る
と
の
批
判
が
な
さ
れ
て
い
る一
二
。
日
本
で
多
く
と
ら
れ
て
き
た
従
来
の
墓
制

度
と
は
そ
ぐ
わ
な
い
散
骨
に
否
定
的
な
声
も
多
い
。

◎
海
洋
散
骨
に
関
わ
ら
な
い
「
寺
院
・
僧
侶
」
へ
の
批
判

　

他
方
で
、
海
洋
散
骨
の
関
連
書
籍
等
で
は
、
従
来
の
墓
制
度
な
ど
の
負
担
が
大
き
く
、
や
む
を
得
ず
散
骨
を
選
ぶ
よ
う
な
人
に
も
歩
み

寄
り
が
少
な
い
寺
院
僧
侶
へ
の
風
当
た
り
は
強
く
、
随
所
に
批
判
的
な
文
言
が
目
立
つ一
三。

　
「
お
寺
の
大
き
な
収
入
源
で
あ
る
墓
地
や
檀
家
制
度
を
否
定
す
る
こ
と
に
な
る
」

　
「
葬
儀
に
呼
ん
だ
僧
侶
を
散
骨
式
に
呼
ば
な
い
の
は
、
遺
族
と
の
信
頼
関
係
が
で
き
て
い
な
い
か
ら
で
は
な
い
か
」

　
「
大
切
な
人
を
亡
く
し
た
悲
し
み
の
中
に
あ
っ
て
…
（
中
略
）
…
遺
族
に
寄
り
添
う
気
持
ち
が
あ
る
の
な
ら
、
散
骨
で
あ
っ
て
も
、
僧

侶
に
で
き
る
こ
と
は
た
く
さ
ん
あ
る
は
ず
だ
」
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キ
リ
ス
ト
教
の
牧
師
や
、
創
価
学
会
の
方
が
海
洋
散
骨
に
同
行
す
る
例
は
あ
る
が
、
墓
地
が
収
入
源
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
か
ら

か
、
呼
ば
れ
た
場
合
で
も
散
骨
に
立
ち
会
う
僧
侶
は
め
っ
た
に
い
な
い
こ
と
が
批
判
さ
れ
て
い
る
。
同
様
の
批
判
は
他
で
も
見
ら
れ
る
。

　

仮
に
散
骨
が
そ
の
寺
院
僧
侶
の
提
示
す
る
方
針
と
相
容
れ
な
か
っ
た
と
し
て
、
そ
れ
で
も
遺
族
が
事
情
に
よ
り
散
骨
を
選
び
取
っ
た
場

合
、
も
う
寺
院
僧
侶
に
は
何
も
で
き
る
こ
と
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
単
に
墓
や
納
骨
を
勧
め
る
意
外
に
も
、
何
か
し
ら
遺
族
に
寄
り
添
っ

た
提
案
は
で
き
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

◎
本
山
納
骨
の
視
点

　

参
考
と
し
て
、
視
点
を
変
え
て
、
古
来
よ
り
「
本
山
納
骨
」
の
文
化
が
あ
る
が
、
お
墓
を
作
る
こ
と
が
で
き
な
い
人
の
選
択
肢
と
し
て
、

散
骨
と
組
み
合
わ
せ
て
行
う
提
案
が
時
折
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
触
れ
て
お
き
た
い
。

　

現
状
、
日
蓮
宗
身
延
山
久
遠
寺
・
天
台
宗
比
叡
山
延
暦
寺
・
真
言
宗
金
剛
峯
寺
・
浄
土
宗
知
恩
院
・
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
大
谷
本
廟
・

浄
土
真
宗
大
谷
派
大
谷
祖
廟
・
曹
洞
宗
永
平
寺
・
和
宗
四
天
王
寺
な
ど
と
、
多
く
の
宗
派
に
お
い
て
本
山
納
骨
を
受
け
入
れ
て
い
る
。
分

骨
が
主
で
あ
る
が
、
全
骨
を
受
け
入
れ
る
本
山
も
あ
り
、
浄
土
真
宗
で
は
墓
を
つ
く
ら
ず
本
山
納
骨
を
行
う
方
法
も
盛
ん
で
あ
っ
た
。

　

当
然
な
が
ら
、
そ
の
宗
派
に
よ
っ
て
供
養
さ
れ
る
た
め
、
檀
家
で
あ
る
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
事
実
上
信
徒
に
加
わ
る
と
い
う
こ
と
で

は
あ
る
が
、
多
く
の
本
山
が
宗
派
を
問
わ
ず
本
山
納
骨
を
受
け
入
れ
て
い
る
。

　

そ
れ
ぞ
れ
の
宗
旨
に
も
よ
る
も
の
の
、
必
ず
し
も
自
分
の
家
で
墓
を
持
た
ず
、
本
山
な
ど
に
納
骨
す
る
文
化
も
古
く
よ
り
存
在
し
て
い

る
。

　

分
骨
で
あ
れ
ば
、
布
施
の
金
額
（
目
安
）
が
安
価
で
あ
る
こ
と
も
特
筆
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
自
分
で
墓
を
持
つ
こ
と
が
難
し
い

場
合
の
救
済
措
置
と
し
て
、
こ
う
し
た
本
山
納
骨
を
行
う
選
択
肢
が
あ
り
、
実
際
に
散
骨
を
し
た
人
の
中
に
も
本
山
納
骨
を
行
っ
て
い
る

人
の
実
例
も
あ
る一
四
。
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◎
全
収
骨
が
必
ず
し
も
で
き
て
い
な
い
実
情

　

ま
た
、
現
実
的
に
は
、
西
日
本
な
ど
を
中
心
に
、
地
域
に
よ
っ
て
は
そ
も
そ
も
全
収
骨
（
全
て
の
遺
骨
を
骨
壺
に
収
め
る
こ
と
）
で
は

な
い
こ
と
や
、
火
葬
の
残
存
灰
が
自
治
体
に
よ
り
処
分
さ
れ
て
い
る
実
情
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
も
そ
も
地
域
に
よ
っ
て
は
遺
骨
・
遺
灰

が
必
要
量
以
外
は
手
元
か
ら
離
れ
て
い
る
実
情
が
あ
る
。

　

遺
骨
供
養
の
意
義
を
満
た
す
た
め
に
「
身
近
に
遺
骨
を
と
ど
め
て
お
く
」
必
要
が
あ
る
と
し
て
も
、
既
に
遺
骨
の
全
て
を
と
ど
め
る
こ

と
は
難
し
い
状
況
に
置
か
れ
て
い
る
。

　

そ
う
す
る
と
、「
全
て
の
遺
骨
を
納
骨
す
る
か
、
ま
た
は
散
骨
に
よ
り
手
放
す
」
を
前
提
と
せ
ず
、
供
養
に
必
要
と
思
う
分
、
あ
る
い

は
墓
や
納
骨
堂
な
ど
に
無
理
の
な
い
量
の
遺
骨
の
み
一
部
納
骨
し
、
残
り
は
散
骨
を
行
う
、
と
い
っ
た
よ
う
な
方
法
で
も
、
遺
骨
供
養
の

意
義
は
満
た
せ
る
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

９
．
実
地
調
査

　

散
骨
に
お
い
て
留
意
・
検
討
す
べ
き
点
は
あ
る
が
、「
節
度
を
も
っ
て
お
こ
な
わ
れ
る
限
り
問
題
は
な
い
」
と
い
う
見
解
に
象
徴
さ
れ

る
よ
う
に
、
行
政
は
海
洋
散
骨
が
ト
ラ
ブ
ル
な
く
行
わ
れ
る
よ
う
解
釈
（
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
）
や
規
制
（
条
例
）
の
整
備
を
進
め
て
い
る
。

　

執
筆
者
は
、
散
骨
に
つ
い
て
さ
ら
に
実
情
の
部
分
に
触
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
、
海
洋
散
骨
に
携
わ
る
有
限
会
社
縁
の
ご
協
力
の
も

と
、
複
数
回
調
査
を
行
っ
た
。

　

令
和
五
年
十
月
三
十
日　

粉
骨
・
海
洋
散
骨
の
実
情
に
つ
い
て
有
限
会
社
縁
よ
り
聞
き
取
り

　

令
和
六
年
五
月
二
日　

有
限
会
社
縁
協
力
の
も
と
、
委
託
海
洋
葬
、
粉
骨
の
現
場
に
立
会
い

　

令
和
七
年
一
月
二
十
五
日　

有
限
会
社
縁
協
力
の
も
と
、
海
洋
散
骨
後
の
メ
モ
リ
ア
ル
ク
ル
ー
ズ
に
立
会

　

縁
は
、（
一
社
）
日
本
海
洋
散
骨
協
会
に
加
盟
し
て
お
り
、
主
立
っ
た
「
海
洋
葬
（
海
洋
散
骨
）」
の
形
式
と
し
て
、
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◯
チ
ャ
ー
タ
ー
海
洋
葬
（
一
隻
の
船
を
貸
し
切
り
）

◯
合
同
海
洋
葬
（
複
数
の
遺
族
と
合
同
、
ま
た
は
委
託
海
洋
葬
の
際
に
同
乗
）

◯
委
託
海
洋
葬
（
事
業
者
が
代
行
す
る
）

を
行
っ
て
い
る
。
二
回
目
の
調
査
時
は
、
福
岡
県
に
て
粉
骨
作
業
の
見
学
及
び
委
託
海
洋
葬
に
同
乗
し
、
三
回
目
の
調
査
時
は
、
鹿
児
島

県
に
て
合
同
海
洋
葬
に
同
乗
し
た
。

◎
海
洋
散
骨
の
流
れ
（
遺
骨
の
処
置
）

　

今
回
の
調
査
で
立
ち
会
っ
た
海
洋
散
骨
ま
で
の
一
連
の
流
れ
を
述
べ
た
い
。
な
お
、
こ
の
海
洋
散
骨
の
流
れ
は
、（
一
社
）
日
本
海
洋

散
骨
協
会
に
加
盟
す
る
有
限
会
社
縁
の
海
洋
散
骨
の
流
れ
で
あ
り
、
海
洋
散
骨
に
携
わ
る
全
て
の
業
者
が
、
必
ず
し
も
同
じ
流
れ
で
散
骨

を
行
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

①
骨
壺
よ
り
遺
骨
を
取
り
出
す

　

骨
壺
よ
り
遺
骨
を
取
り
出
し
、

六
価
ク
ロ
ム
を
無
害
化
す
る
た

め
の
還
元
処
理
を
行
う
。

②
遺
骨
の
乾
燥

　

粉
骨
を
行
う
た

め
に
、
遺
骨
を
乾

燥
機
に
よ
り
乾
燥

さ
せ
る
。
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③
不
純
物
の
除
去

　

焼
骨
に
は
、
棺
桶
に
係
る
金
属
（
釘
、
ネ
ジ
、
ホ
ッ
チ
キ
ス
の
針
等
）
や
口
腔
内
治
療
物
（
歯

の
詰
め
物
、
義
歯
、
セ
ラ
ミ
ッ
ク
、
イ
ン
プ
ラ
ン
ト
等
）、
他
に
も
体
内
に
埋
め
込
む
器
具
、
そ
し

て
、
副
葬
品
の
硬
貨
、
ネ
ッ
ク
レ
ス
、
数
珠
、
衣
類
の
金
具
や
ボ
タ
ン
、
ジ
ッ
パ
ー
な
ど
、
様
々

な
金
属
が
含
ま
れ
て
い
る
。
火
葬
場
の
処
置
だ
け
で
は
除
去
し
き
れ
て
い
な
い
金
属
を
、
粉
骨
の

た
め
磁
石
や
手
作
業
で
取
り
除
く
。

�

④
遺
骨
を
手
作
業
で
砕
く

　

乳
棒
等
を
用
い
て
遺
骨
を

ミ
ル
（
粉
砕
機
）
に
入
る
サ

イ
ズ
に
ま
で
大
ま
か
に
砕
く
。

⑤
遺
骨
を
ミ
ル
で
粉
骨

　

ミ
ル
に
入
る
サ
イ
ズ
に
な
っ

た
ら
、
遺
骨
を
ミ
ル
に
入
れ
て
、

粉
砕
し
、
粉
骨
を
行
う
。
パ
ウ

ダ
ー
状
に
な
っ
た
遺
骨
は
、（
海

洋
散
骨
の
場
合
）
散
骨
に
備
え

て
、
水
溶
性
の
袋
に
入
れ
る
。
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⑥
沖
に
出
航
す
る

　

船
を
チ
ャ
ー
タ
ー
し
、
遺
族
も
同
乗
（
委
託
散
骨
の
場
合
は

事
業
者
の
み
で
）
し
て
、
沖
へ
出
航
す
る
。

�

⑦�

清
め
の
塩
・
献
酒
・
献
水
・
献
花

　

陸
地
か
ら
一
定
の
距
離
離
れ
た
場
所
で
、
船

上
か
ら
塩
・
酒
・
献
水
・
献
花
を
行
う
。
献
花

は
自
然
分
解
し
や
す
い
花
び
ら
の
み
撒
い
て
い

る
。
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⑧
散
骨

　

水
溶
性
の
袋
に
入
っ
た
遺
骨
を
少
し
ず
つ
海
に
散
骨
し
、
最
終
的
に
は
水
溶
性
の
袋
ご
と
海
に

散
骨
を
す
る
。

以
上
の
よ
う
な
流
れ
と
な
る
。

　

実
際
に
海
洋
散
骨
に
立
会
い
、
こ
れ
ま
で
執
筆
者
自
身
も
持
っ
て
い
た
よ
う
な
、
た
だ
「
遺
骨

を
捨
て
る
」
と
い
う
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
よ
り
も
、
弔
い
と
し
て
の
セ
レ
モ
ニ
ー
（
儀
式
）
が
重
ん

じ
ら
れ
て
い
る
と
感
じ
た
。

　

ま
た
、
散
骨
場
所
の
近
隣
住
民
に
も
不
快
感
を
与
え
な
い
よ
う
、
陸
地
か
ら
一
定
の
距
離
を
開

け
る
、
六
価
ク
ロ
ム
の
還
元
処
理
を
す
る
な
ど
、
様
々
な
配
慮
を
さ
れ
て
い
た
。
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◎
寺
院
納
骨
と
散
骨
を
併
せ
て
行
う
提
案

　

ま
た
、
縁
で
は
、
遺
骨
全
て
を
散
骨
す
る
の
で
は
な
く
、
残
り
の
一
部
を
提
携
寺
院
に
納
骨
す
るteraum

i

プ
ラ
ン
も
提
案
し
て
お
り
、

丁
重
に
遺
骨
供
養
を
行
う
選
択
肢
を
提
示
し
て
い
る
。

　

主
に
納
骨
堂
な
ど
で
の
受
け
入
れ
と
な
り
、
あ
る
程
度
散
骨
を
行
っ
た
残
り
の
遺
骨
で
あ
る
た
め
、
少
量
の
遺
骨
で
は
あ
る
が
、
そ
の

分
、
寺
院
側
が
受
け
入
れ
る
納
骨
ス
ペ
ー
ス
の
負
担
も
少
な
く
、
遺
族
側
の
経
済
的
負
担
も
少
な
く
、
そ
の
上
で
、
手
を
合
わ
せ
て
故
人

に
祈
る
場
所
も
残
さ
れ
る
提
案
で
あ
る
。

　

す
べ
て
散
骨
し
て
し
ま
う
と
取
り
返
し
が
つ
か
な
い
状
況
を
回
避
す
る
た
め
に
生
ま
れ
た
プ
ラ
ン
で
あ
り
、
申
込
み
も
増
え
て
い
る
。

　

加
え
て
、
縁
で
は
、
海
洋
散
骨
後
に
行
う
メ
モ
リ
ア
ル
ク
ル
ー
ズ
、
い
わ
ば
追
悼
の
場
も
用
意
し
て
い
る
。
仮
に
全
て
の
遺
骨
を
散
骨

し
て
も
、
墓
参
り
の
よ
う
に
訪
れ
る
場
所
を
用
意
す
る
こ
と
に
よ
り
、
全
て
の
遺
骨
を
散
骨
し
て
し
ま
い
後
悔
の
残
る
遺
族
の
ケ
ア
や
、

ま
た
散
骨
を
し
て
も
う
終
わ
り
と
な
ら
な
い
よ
う
配
慮
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
プ
ラ
ン
も
あ
り
、
縁
で
も
、
海
洋
散
骨
へ
の
寺
院
僧
侶
の
参
画
を
望
ま
れ
て
い
る
。

10
．
ま
と
め

　

以
上
の
よ
う
に
、
散
骨
、
と
り
わ
け
近
年
増
加
傾
向
に
あ
る
海
洋
散
骨
に
つ
い
て
、
そ
の
実
情
や
問
題
点
な
ど
の
整
理
を
お
こ
な
っ
た
。

　

特
に
近
年
に
な
り
主
立
っ
て
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
、
様
々
な
問
題
を
検
討
す
る
余
地
は
あ
る
が
、
行
政
解
釈
も
進
み
、
法

的
に
は
も
は
や
「
グ
レ
ー
ゾ
ー
ン
」
な
葬
法
と
は
言
え
な
い
状
況
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
触
れ
た
通
り
で
あ
る
。
今
後
も
葬
法
と
し
て
散

骨
を
選
択
す
る
人
は
増
加
し
て
い
く
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
。

　

そ
の
よ
う
な
中
、
寺
院
僧
侶
が
、
従
来
の
墓
制
度
や
、
墓
参
り
な
ど
の
「
手
を
合
わ
せ
て
お
参
り
す
る
こ
と
」
と
相
克
し
か
ね
な
い
、

こ
う
し
た
散
骨
の
動
き
に
否
定
的
で
あ
る
こ
と
に
も
理
解
を
示
し
た
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
や
む
を
得
ず
散
骨
を
選
び
取
る
よ
う
な
人
に
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ま
で
従
来
の
墓
制
度
の
建
前
を
突
き
つ
け
た
り
、
散
骨
が
実
施
さ
れ
る
の
を
単
に
拒
絶
・
放
任
す
る
の
で
は
な
く
、
一
定
の
理
解
を
持
ち
、

む
し
ろ
そ
こ
に
仏
教
と
し
て
の
儀
礼
を
加
え
る
、
ま
た
は
提
示
を
し
て
、
寺
院
が
そ
の
助
け
と
な
っ
て
い
く
姿
勢
も
、
時
代
に
要
請
さ
れ

て
い
る
と
自
戒
す
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

【
参
考
文
献
】

現
代
宗
教
研
究
所
編
『
平
成
二
十
一
年
度
第
二
十
回
法
華
経
・
日
蓮
聖
人
・
日
蓮
教
団
論
研
究
セ
ミ
ナ
ー
「
葬
式
仏
教
」
を
考
え
る
』
日
蓮
宗
新
聞

社　

二
〇
一
一
年

川
崎
市
市
民
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
編
『
墓
か
ら
探
る
社
会
』
雄
山
閣　

二
〇
〇
九
年

岡
田
文
弘
「
日
蓮
聖
人
の
即
身
成
仏
義
：
『
木
絵
二
像
開
眼
之
事
』
を
中
心
に
」『
現
代
宗
教
研
究�

第
五
十
三
号
』
日
蓮
宗
宗
務
院　

二
〇
一
九
年

碑
文
谷
創
『
葬
儀
概
論　

四
訂
』
葬
祭
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
技
能
審
査
協
会　

二
〇
一
八
年

喜
多
村
悦
史
「
散
骨
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
つ
い
て
：
「
墓
地
埋
葬
を
め
ぐ
る
現
状
と
課
題
の
調
査
研
究
」
よ
り
」

https://w
w
w
.jesc.or.jp/Portals/0/center/library/seikatsu%

20to%
20kankyo/202105kitam

ura.pdf

長
澤
宏
昌
『
散
骨
は
、
す
べ
き
で
な
い
ー
埋
葬
の
歴
史
か
ら
ー
』
講
談
社
ビ
ジ
ネ
ス
パ
ー
ト
ナ
ー
ズ　

二
〇
一
二
年

長
澤
宏
昌
『
今
、
先
祖
観
を
問
う　

埋
葬
の
歴
史
と
現
代
社
会
』
株
式
会
社
石
文
社　

二
〇
一
六
年

ひ
ろ
さ
ち
や
『
お
墓
、
葬
式
、
戒
名
は
本
当
に
必
要
か
』
青
春
出
版
社　

二
〇
一
五
年

村
田
ま
す
み
編�『
海
へ
還
る�

海
洋
散
骨
の
手
引
き
』�

啓
文
社
書
房　

二
〇
一
八
年

村
田
ま
す
み
編
『
お
墓
に
入
り
た
く
な
い
！　

散
骨
と
い
う
選
択
』
朝
日
新
聞
出
版　

二
〇
一
三
年

平
田
厚
他
『
く
ら
し
の
相
談
室�

お
墓
の
Ｑ
＆
Ａ
［
新
版
］』
株
式
会
社
有
斐
閣　

二
〇
〇
〇
年

徳
留
佳
之
『
お
墓
に
入
り
た
く
な
い
人�

入
れ
な
い
人
の
た
め
に　

散
骨
・
樹
木
葬
・
手
元
供
養
ほ
か
「
お
墓
」
以
外
の
全
ガ
イ
ド
』
は
ま
の
出
版　

二
〇
〇
六
年
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主
婦
の
友
社
編
『「
無
縁
社
会
」
も
こ
れ
で
安
心�

お
葬
式
も
お
墓
も
な
し
で
人
生
を
満
足
に
締
め
く
く
る
方
法
』
株
式
会
社
主
婦
の
友
社　

二
〇
一
〇
年

瀧
野
隆
浩
『
こ
れ
か
ら
の
「
葬
儀
」
の
話
を
し
よ
う
』
毎
日
新
聞
出
版　

二
〇
一
八
年

島
田
裕
巳
『
墓
は
、
造
ら
な
い�

新
し
い
「
臨
終
の
作
法
」』
大
和
書
房　

二
〇
一
一
年

島
田
裕
巳
『
自
然
葬
の
ス
ス
メ�

あ
な
た
に
も
で
き
る
海
洋
散
骨
、
０
葬
、
宇
宙
葬
、
樹
木
葬
』
徳
間
書
店　

二
〇
一
五
年

興
山
社
『
寺
門
興
隆
』
二
〇
一
〇
年
六
月
号

興
山
社
『
月
刊
住
職
』
二
〇
二
一
年
六
月
号

葬
送
の
自
由
を
す
す
め
る
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ　

https://w
w
w
.shizensou.net/

（
一
社
）
日
本
海
洋
散
骨
協
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ　

https://kaiyousou.or.jp/

や
さ
し
い
海
洋
散
骨
「
散
骨
ニ
ー
ズ
に
関
す
る
調
査
」

https://prtim
es.jp/m

ain/htm
l/rd/p/000000148.000053069.htm

l

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
、
こ
こ
で
は
、
散
骨
の
う
ち
、
海
に
粉
に
し
た
遺
骨
を
撒
く
葬
法
を
一
概
に
「
海
洋
散
骨
」
と
す
る
。

二
、
天
平
宝
字
元
（
七
五
七
）
年
制
定
の
律
令
。
大
宝
律
令
に
続
く
律
令
と
さ
れ
る
。

三
、
大
宝
元
（
七
〇
一
）
年
に
制
定
さ
れ
た
律
令
。

四
、「
減
少
し
た
」
の
旨
に
つ
い
て
も
、
増
加
し
て
い
る
が
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
流
行
に
よ
り
二
〇
二
〇
年
は
減
少
、
昔
の
方
が
取
り
扱
い

業
者
が
少
な
か
っ
た
た
め
問
い
合
わ
せ
が
多
か
っ
た
、
と
の
回
答
が
あ
っ
た
と
付
記
さ
れ
て
い
る
。

五
、
全
会
員
の
な
か
か
ら
五
〇
〇
名
を
対
象
に
行
わ
れ
た
。
回
答
者
の
う
ち
五
人
に
一
人
の
割
合
で
散
骨
を
経
験
し
て
い
る
（
二
一
パ
ー
セ
ン
ト

弱
、
六
十
五
名
）。

六
、https://kaiyousou.or.jp/im

g/report.pdf

七
、
各
回
答
の
割
合
は
、
同
調
査
の
回
答
数
を
基
に
執
筆
者
が
計
算
し
て
い
る
。
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八
、
同
法
第
一
条
に
、「
こ
の
法
律
は
、
廃
棄
物
の
排
出
を
抑
制
し
、
及
び
廃
棄
物
の
適
正
な
分
別
、
保
管
、
収
集
、
運
搬
、
再
生
、
処
分
等
の

処
理
を
し
、
並
び
に
生
活
環
境
を
清
潔
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
生
活
環
境
の
保
全
及
び
公
衆
衛
生
の
向
上
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。」

と
あ
る
た
め
、
散
骨
に
お
い
て
も
「
生
活
環
境
の
保
全
及
び
公
衆
衛
生
の
向
上
」
に
配
慮
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

九
、
墓
地
な
ど
に
お
い
て
骨
壺
に
溜
ま
っ
た
水
が
流
れ
出
る
な
ど
し
て
も
、
六
価
ク
ロ
ム
は
流
れ
出
る
可
能
性
が
あ
る
。

一
〇
、
興
山
社
『
寺
門
興
隆
』
二
〇
一
〇
年
六
月
号
所
収
の
「
火
葬
に
付
さ
れ
た
お
骨
は
い
つ
土
に
還
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
し
ょ
う
」
に
詳
し
い
。

一
一
、
島
田
裕
巳
『
墓
は
、
造
ら
な
い 

新
し
い
「
臨
終
の
作
法
」』
大
和
書
房　

二
〇
一
一
年　

一
六
一
〜
一
六
三
頁

一
二
、
長
澤
宏
昌
『
散
骨
は
、
す
べ
き
で
な
い
─
埋
葬
の
歴
史
か
ら
─
』
講
談
社
ビ
ジ
ネ
ス
パ
ー
ト
ナ
ー
ズ　

二
〇
一
二
年
に
詳
し
い
。

一
三
、
村
田
ま
す
み
編�『
お
墓
に
入
り
た
く
な
い
！ 

散
骨
と
い
う
選
択
』
朝
日
新
聞
出
版　

二
〇
一
三
年
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

一
四
、�

徳
留
佳
之
『
お
墓
に
入
り
た
く
な
い
人 

入
れ
な
い
人
の
た
め
に 

散
骨
・
樹
木
葬
・
手
元
供
養
ほ
か
「
お
墓
」
以
外
の
全
ガ
イ
ド
』
は
ま
の

出
版　

二
〇
〇
六
年




